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◆ 目 次 横浜海上保安部

１．京浜港（横浜・川崎区）における
錨地運用の一部変更について

２．京浜港（横浜・川崎区）における
走錨事故防止対策について



１ 京浜港（横浜・川崎区） 錨地運用の一部変更について 横浜海上保安部

【京浜港（横浜・川崎区）の錨地について】

◆港則法の規定により、錨泊する総トン数500トン以
上の船舶 及び 危険物積載船舶は、港長から錨泊
すべき場所の指定を受けなければならない。

◆錨地の区分については、平成４年に開催された
「東京湾航行安全対策検討会」（海事関係者、港湾
管理者等の関係機関で構成）等における検討・合
意結果に基づき、一般船舶及び危険物積載船舶別
の錨地の区分けが行われた。

◆以後、港内環境の変化等に応じ、都度再編が行
われてきている。

平成5年 錨地



横浜海上保安部

【錨地管理のあり方検討会について】
◆船舶の大型化・工事等による錨泊可能海域の減少等、海
上交通環境が変化。

◆そのような状況に鑑み、令和3年度に、 （公社）東京湾海
難防止協会が、学識経験者・海事関係者・関係行政機関
で構成される検討会を立ち上げ。

◆令和３年度から令和４年度、同検討会において錨地の利
用実態把握・利用者へのアンケート調査等の結果を踏ま
えた検討を実施し、錨地運用の一部変更について提言。

◆主な提言内容
〇Ｙ1錨地の混雑緩和→Ｋ1錨地の錨泊可能船種の見直し
〇利用者ニーズへの対応
→旧ＴＫ錨地をＮＲ錨地と名称変更し、タンククリーニン
グに加え、補油目的等に活用

変更後（令和5年～） 錨地

１ 京浜港（横浜・川崎区） 錨地運用の一部変更について



横浜海上保安部１ 京浜港（横浜・川崎区） 錨地運用の一部変更について

◆Ｋ1錨地の錨泊船種について ◆旧ＴＫ錨地について

〇K1錨地の錨泊船種を見直し
変更前：一般貨物船用、一般タンカー用
変更後：危険物積載タンカー以外の船用
（※危険物積載貨物船も錨泊可能に）

〇旧TK錨地をNR錨地と名称変更
〇補油目的に活用
変更前：タンククリーニング船用
変更後：タンククリーニング船用・バンカリング等船用



２ 京浜港（横浜・川崎区）における走錨事故防止対策

※上記勧告に際し、錨泊船の状況を把握し、情報提供や錨地の整理を行うため、横浜・川崎区に錨泊する総トン数５００ト
ン未満（危険物積載船を除く）の船舶に対し、横浜保安部宛の通報をお願いしています。詳細は次ページをご参照くださ
い（横浜海上保安部ホームページにも掲載しています） 。

横浜海上保安部

風速20m/s以上の風が予想される場合 又は 台風の強風域がかかる場合

≪台風来襲時等における対策概要≫（港則法に基づく勧告）

①「第一警戒体制」を勧告
↳ 在港船舶は、VHFの常時聴取、守錨体制の強化等の走錨防止対策を実施
 特に走錨対策強化海域内の錨泊船は、走錨防止対策を徹底

②「錨泊自粛」を勧告
↳ 高乾舷船（ｶｰﾌｪﾘｰ、ｺﾝﾃﾅ船、自動車運搬船等）及び積荷積載率10％未満の船舶
は、走錨対策強化海域内での錨泊を自粛。錨泊中の場合は出域

台風の暴風域がかかる場合

①「第二警戒体制」を勧告
↳ 1000ﾄﾝ以上のタンカー、高乾舷船等は、防波堤外に退避

②「入港制限」を勧告
↳ 1000ﾄﾝ以上の船舶は、入港しない。

東京ｶﾞｽ
扇島LNGﾊﾞｰｽ

JERA
扇島LNGﾊﾞｰｽ

南本牧はま道路



横浜海上保安部２ 京浜港（横浜・川崎区）における走錨事故防止対策



以上です

横浜海上保安部
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